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経営者にとっての 

保証債務の相続リスク 
 

中小企業の経営者が、会社の借入金に対して、

経営者個人で連帯保証を行うことは珍しくあ

りません。これを経営者保証、保証債務といい

ます。 

中小企業が資金調達を行うために金融機関

との間で金銭消費貸借契約を締結する際、経営

者個人の連帯保証を求められることが一般的

で、会社が返済不能に陥った場合、経営者個人

の資産をもって返済しなければなりません。 

経営者が突然の事故や病気で亡くなった場

合、保証債務は一つの債務として相続財産に含

まれるため、相続人はその返済責任を連帯して

負うことになります。 

相続人の中に会社の後継者がいるならば、事

業を継続する中で返済を続けることが可能か

もしれません。 

しかし、後継者が見当たらない場合や、会社

の業績が不安定な場合には、相続人が予期せぬ

債務を抱えることになりかねません。 

後継者が決まっていない段階で経営者が急

逝し、保証債務が相続されると、相続人全体で

多額の返済義務を負うリスクが生じます。 

こうした事態を回避するため、経営者として

は生前に保証債務を見直し、可能な限り整理し

ておくことが必要です。 

金融機関との交渉による保証解除や、借入金

を減らす、M&Aによって会社を譲渡し、保証債

務も引き継いでもらうといった選択肢が考え

られます。 

ただし、会社のM&Aは、対象となる事業の財

務状況や収益性に左右されるため、必ずしもす

べての企業がM&Aに成功できるわけではあり

ません。M&Aを行うことができなければ、相続

人が承継せざるを得ません。 

 

相続放棄の基本と 

手続きの流れ 
 

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債

務を一切引き継がないことを意思表示する法

的手続きのことです。 

これによって、保証債務も含めたすべての資

産・負債から離脱することができます。相続放

棄が認められると、法律上「はじめから相続人

ではなかった」扱いとなります。 

もっとも、相続放棄をするとプラスの財産も

一切取得できなくなる点には注意が必要です。 

自宅の土地や建物などの不動産、預貯金、有

価証券などのプラス財産まで相続できなくな

るため、どの程度の相続財産があるかを事前に

確認したうえで検討することが大切です。 

相続放棄を行う手続きは、相続財産の調査か
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今回は、中小企業経営者が抱える会社借入金の保証債務リスクを取り上げ、生前対策

や相続放棄、M&A などによる解決策を解説します。後継者の不在に悩む方々の事業承

継にも役立つ内容です。 

 

生前対策 



 

 

ら始まります。金融機関や関係先に問い合わせ

を行い、被相続人名義の口座残高や借入金の残

高、保証契約の有無などを確認します。 

その次に、相続放棄を行うか否かを判断しま

す。相続放棄には期限があり、被相続人が亡く

なった事実を知った日から3か月以内に、家庭

裁判所に対して申述の手続きを行わなければ

なりません。 

相続放棄を申し立てる際には、相続放棄申述

書や被相続人と申述人の戸籍謄本など、必要書

類を所定の形式で提出します。 

その後、家庭裁判所から照会書が送られてく

ることがあります。 

照会書には、相続放棄の意思が真実かどうか

を確認する質問が記載されており、回答を記入

して返送することになります。問題なく手続き

が進めば、相続放棄申述受理通知書が交付され、

相続放棄が認められることになります。 

相続放棄申述受理通知書が手元に届けば、法

的に相続放棄が成立し、保証債務を含む被相続

人の債務を負わなくてよい立場となります。 

ただし、相続放棄が成立すると次順位の相続

人に相続権が移り、その方々が保証債務を引き

継ぐことになります。よって、親族間で余計な

トラブルが生じないよう、事前の話し合いや情

報共有が大切です。 
 

相続放棄をする際の 

注意点と経営者の対策 
 

相続放棄を行うことにより、保証債務を含む

債務をすべて切り離すことができますが、その

一方でプラスの財産を一切受け取れなくなる

点は大きなデメリットです。 

したがって、被相続人の残した相続財産を正

確に把握することが第一歩となります。 

もう一つの注意点は、相続権が次の順位の相

続人に移転することです。たとえば、子どもが

相続放棄をすれば、その次の順位の相続人（被

相続人の兄弟姉妹など）に保証債務が移る可能

性があります。 

この場合、親族間で「誰が債務を引き受ける

のか」「全員が相続放棄をするのか」といった

調整を行うため、事前に話し合いの場を設けて

おくことが望ましいでしょう。 

こうした親族間のトラブルは長期化しやす

いため、特に注意が必要です。 

経営者の立場からすると、後継者がいない場

合には、相続開始後に相続人を困らせないよう

にするため、M&Aを検討することが一つの選

択肢となります。M&Aによって会社を他社に

譲渡すれば、原則として保証債務も買い手が引

き継ぐことになるからです。 

M&Aの成立には買い手の存在が不可欠です

が、もし買い手が見つからなかった場合には、

会社を整理する方向に舵を切ることも考えな

ければなりません。会社を整理する方法として

は、清算や破産手続きがあります。 

免責とは、破産者が債務の返済義務を法的に

免除されることをいいます。 

通常、裁判所が免責を決定すれば、破産者は

原則として破産前にあった保証債務を負担し

なくてもよくなります。ただし、手続きには一

定の費用と時間がかかります。 

破産手続きは最終手段として検討すべきも

のではあるものの、「会社を続ける見込みがま

ったく立たない」「負債の規模が大きすぎて返

済の見通しがない」といった状況では、有効な

選択肢の一つです。 

経営者が生きている間に破産手続きを進める

ことで、相続問題の発生を事前に回避できます。 

経営者が急逝した際に会社の借入金や保証

債務が残ってしまうと、相続人が多大な債務を

負うリスクが高まってしまうのです。 
 
（著者 公認会計士/税理士 岸田康雄）   



 

 

 
 

 

 

 
 

■所有している不動産の情報を得る 

相続時には亡くなられた方がどのような不

動産を所有していたのか、不動産の地番や家

屋番号はどういったものであるかを把握する

必要があります。 

大まかに不動産の情報を把握する方法は３

つあります。 
 
(1)固定資産税の納付書 

毎年４～５月に郵送されてくる固定資産税の

納付書には固定資産税の課税明細書が同封され

ています。明細書には地番や土地の広さが記載

されているため、所有している不動産を把握す

ることができます。 

ただし、複数名で共有している不動産に関し

ては、市内在住・持分割合・登記順位等を基にし

て、一名にしか納付書が送られないため、不動産

を把握することができない場合があります。 
 
(2)登記済権利証（登記識別情報通知） 

固定資産税の課税対象にならない「私道」や

「墓地」を所有している場合には、(1)で説明し

た納付書には記載されてこないため、権利書（登

記識別情報通知）で確認する必要があります。 
 
(3)市区町村役場で確認する 

複数名で所有している共有の不動産がある場

合や、登記済権利書（登記識別情報通知）を紛失

してしまった場合には、市区町村役場で名寄帳

や固定資産評価証明書を取得することで不動産

を確認できます。 

名寄帳とは、個人の所有している不動産の明

細であり、「地番」や「家屋番号」が特定できま

す。 
 

■不動産の内容を把握した後の手続き 

不動産の地番や家屋番号を把握した後は法

務局で不動産の登記簿謄本を取得する必要が

あります。不動産の登記簿謄本は土地の地積

や所有者、抵当権が付いている場合にはどん

な権利が持っているか、建物の種類や構造、床

面積が記載されている書類となります。 

不動産の登記簿謄本を取得することによっ

て不動産が誰の名義になっているかを確認す

ることができるため、相続の登記には必要不

可欠なものとなります。 
 

■名寄帳、固定資産評価証明書について 

名寄帳は市区町村単位で発行されるため、不

動産のある管轄の市区町村役場で取得します。 

役所HPから交付申請用紙をダウンロードし、

必要書類を添付し郵送で請求することも可能

です。共有の不動産に関して名寄帳を発行する

場合には、事前に共有所有の名寄帳を発行した

いという旨を伝えた方が、共有所有の不動産を

漏れなく取得できます。 

名寄帳の名称は、市町村によって「名寄帳兼

課税台帳」「土地・家屋名寄帳」「土地家屋課

税台帳」「固定資産課税台帳」などと呼ばれて

いる場合があります。 

固定資産評価証明書は、区役所では取得がで

きないため注意が必要です。市役所や市税事務

所の窓口で発行、郵送で請求もできます。
 

相続 Q&A 

相続時の不動産の把握方法及び資料の収集方法は？ 

相続税申告や相続登記を行う際、 

どんな不動産を所有していたのかを 

把握することが重要です。 
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